
 

「令和２年４月実施の診療報酬改定内容等について」  

 

 

健康寿命の延伸、人生 100 年時代に向けて、効率的・効果的な質の高い医療の実現

を目指して令和２年（2020 年）４月１日から社会保険診療報酬の改定が行われます。 

私たち歯科技工士に関連する歯冠修復及び欠損補綴に関する改定内容については、

レジンインレー、有床義歯（局部義歯・総義歯）、鋳造鉤（双歯鉤・二腕鉤）、線鉤、

バー、有床義歯修理等の点数が増点されるとともに CAD/CAM 冠の上顎第一大臼歯への

対象拡大等、歯科固有技術の評価の見直しが行われています。 

良質な歯科医療に資する安全で質の高い歯科補綴物等を安定的に供給するためには、

製作を委託する側の歯科医療機関と、受託する側の歯科技工所の双方が、保険点数の

しくみ等について共通認識の下、適正な歯科技工料金での委託・受託が行われなけれ

ばなりません。 

今回は、令和２年４月１日実施の診療報酬改定を踏まえ、製作技工に要する費用に

関連する歯科診療報酬の内容、しくみ等を説明し、歯科医療機関から歯科技工所への

委託料（歯科技工委託料）について周知することを目的として本講習会を実施いたし

ます。 
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